
中小企業の経営承継 

～基礎編～ 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

早速ですが、表題の件につきまして、下記の通りご案内させて頂きますので、よろしくご検討

のうえご参加下さいますようお願いいたします。 

敬具 

TEL  06-4807-7000 

FAX 06-4807-7777   

セミナー参加申込書 

貴社名  

ご参加者氏名  

お電話番号  

必要事項をご記入の上、切り取らずにＦＡＸにてお送りください。 

ＦＡＸ  ０６－４８０７－７７７７ 

なお、お席の都合上、定員となり次第締め切らせていただきます。予めご了承くださいますようお願いします。 

また、準備の都合上平成20年12月11日までにご返信くださいますようお願いいたします。 

ご記入いただいた内容は本セミナーに関する参加申し込み受付・連絡等に使用させていただきます。     

また、次回セミナーをご案内する際に使わせていただくことがあります。 

お問合せ先 中野洋税理士事務所 TEL 06-4807-7000 担当／福田・早瀬   

☆中小企業の経営承継☆ 

② 参加費…無料（顧問先様以外の方は資料代1,000円頂戴いたします。） 

③ 日時……平成20年12月18日（木） 18時00分～19時30分 

④ 会場……中野洋税理士事務所 

      … 大阪市淀川区東三国2－38－7 タニコー新大阪ビル 7階研修室 

      … →地下鉄御堂筋線「東三国駅」１番出口すぐ 

平成20年11月吉日 

※ 

① 中小企業の経営承継に関する法律が徐々に整備されてきています。 

  今回は、その基礎編として「遺留分の特例」について解説していきます。 

  後継者に事業承継を考えている社長様はぜひご参加ください。 


